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【年通号数】公開・登録公報2009-046
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【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ  19/00     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成22年6月14日(2010.6.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基部（２１５０）と、
　回転軸が定められた第１の回転関節（２１５４）にて前記基部に連結された第１のリン
ク（２１５２）と、
　第２の回転関節（２１６０）で前記第１のリンクに連結された第２のリンク（２１５８
）と、
　第３の回転関節（２１６４）で前記第２のリンクに連結された第３のリンク（２１６２
）と、
　第４の回転関節（２１６８）で前記第２のリンクに連結された第４のリンク（２１６６
）と、
　前記第４のリンクに結合された誘導チューブ（２５０８）であって、前記誘導チューブ
のある特定の場所に固定の遠隔の中心点（２１５６）が定められた、誘導チューブと、
　前記第４のリンクに連結されたマニピュレータのプラットフォーム（２１７０）と、
　前記マニピュレータのプラットフォームに連結された複数のマニピュレータ（２１７６
、２５０４）であって、それぞれのマニピュレータ器具は前記誘導チューブを介して延び
る外科手術用器具（２５０２）を支持し、かつ動作させるように構成される、複数のマニ
ピュレータと、
から構成され、
　前記第１、第２、第３、第４のリンクは、前記固定された遠隔の中心点と前記第１の回
転関節の回転軸を整列するように配置され、、
　前記第１、第２、第３、第４の回転関節は共に動いて、前記遠隔の中心点の周りをピッ
チ角（回転変数）で前記誘導チューブを動かすことを特徴とするロボット外科手術用シス
テム。
【請求項２】
　前記第１の回転関節は受動セットアップ関節であることを特徴とする請求項１記載のロ
ボット外科手術用システム。
【請求項３】
　前記誘導チューブと前記第４のリンクの間を連結することにより、前記誘導チューブは
前記第４のリンクに対し滑動し、
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　前記誘導チューブは前記マニピュレータのプラットフォームに連結され、
　前記マニピュレータのプラットフォームは直動関節（２１７２）にて前記第４のリンク
に連結されるため、前記直動関節の直線的動きにより前記第４のリンクに対し滑動するこ
とを特徴とする請求項１記載のロボット外科手術用システム。
【請求項４】
　前記マニピュレータのプラットフォームはある特定の直動関節（２１７２）にて前記第
４のリンクに連結されるため、前記マニピュレータによって支持されている器具を、前記
直動関節の直線的動きによって挿入および取り出すことが可能であることを特徴とする請
求項１記載のロボット外科手術用システム。
【請求項５】
　前記マニピュレータのプラットフォームは第５の回転関節（２１７４）で前記第４のリ
ンクに連結されるため、前記第５の回転関節の回転動作により、前記マニピュレータのプ
ラットフォームが前記遠隔の中心点と交差する軸の周りを回転することを特徴とする請求
項１記載のロボット外科手術用システム。
【請求項６】
　各マニピュレータは、リニアアクチュエータ（２５１０）にて前記マニピュレータのプ
ラットフォームに連結されるため、前記リニアアクチュエータ（２５１０）を動かすこと
で各マニピュレータによって支持されている器具を挿入したり取り出したりすることが可
能であることを特徴とする請求項１記載のロボット外科手術用システム。
【請求項７】
　複数のマニピュレータ（２５０４ａ）のうち第１のマニピュレータによって支持および
動作される第１の外科手術用器具（２５０２ａ）であって、前記第１の外科手術用器具は
取り外し可能に関連のマニピュレータに設置され、前記第１の外科手術用器具は前記誘導
チューブを介して延びる第１の本体チューブ（２５０６）を備え、
　複数のマニピュレータ（２５０４ｂ）のうち第２のマニピュレータによって支持および
動作される第２の外科手術用器具（２５０２ｂ）であって、前記第２の外科手術用器具は
取り外し可能に関連のマニピュレータに設置され、前記第２の外科手術用器具は前記誘導
チューブを介して延びる第２の本体チューブを備えることを特徴とする請求項１記載のロ
ボット外科手術用システム。
【請求項８】
　前記第１の外科手術用器具あるいは前記第２の外科手術用器具のうちいずれか１つに第
３の外科手術用器具（２５０２）を設置することが可能であることを特徴とする請求項７
記載のロボット外科手術用システム。
【請求項９】
　前記第１の外科手術用器具は画像キャプチャコンポーネント（１７２２，１７５６）を
備えることを特徴とする請求項７記載のロボット外科手術用システム。
【請求項１０】
　前記第１の外科手術用器具は、前記マニピュレータのうち前記第１のマニピュレータか
らの作動力を受ける第１の伝達メカニズム（２４０４）を有し、前記第１の伝達メカニズ
ムはくさび形状をしており、前記第１の本体チューブは前記くさび形の頂点で前記第１の
伝達メカニズムと連結されており、
　前記第２の外科手術用器具は、前記マニピュレータのうち前記第２のマニピュレータか
らの作動力を受ける伝達メカニズムを有し、前記伝達メカニズムはくさび形状をしており
、前記第２の本体チューブは前記くさび形の頂点で前記伝達メカニズムと連結されており
、
　前記伝達メカニズムは、前記マニピュレータに設置される際、パイ状のくさび形に配置
されることを特徴とする請求項７記載のロボット外科手術用システム。
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